
重要生息地指定書 
                                                               （令和２年度指定） 

名  称 関之尾神田湿地 重要生息地 

指 定 の
区 域 

位置(所在地) 宮崎県都城市関之尾町 

 

 

 

面 積 

 
 
 

６,６７０㎡ 

 

生育環境 湿地、湧水 
宮崎県レッドリスト掲載種：計７種 
 

 
指定の理由 
 

（１）希少な野生動植物が多数生息している 
希少な湿地の植物が多数生育する他、ハッチョウトンボについては県

内有数の生息地となっている。 
 
（２）地域住民等により保全活動が行われている 

土地所有者や地域住民によって、部外者が入れないよう柵が作られ、
敷地内には観察者のための木道、トイレ等が設置されている。定期的に
観察会を実施し、学生や一般の人々が多数参加している。地域住民によ
る草刈りが行われ、適切な維持管理に努めている。 

 

 
 
保護対策指針 
 

（１）野生動植物の個体群の生息・生育のために確保すべき環境  
当該区域はシラスの採取跡地で、その後台地斜面下部からの湧水に

より湿地となり、そこに野生生物が集まったことで現在の状態になった。環
境の良い湿地が現在では少なくなり、希少野生動植物にとって貴重な生
息地となっていることから、現在の水質や植生を維持することが必要であ
る。 

 
（２）生息・生育環境の維持のための管理の方針 

現在、地域住民による草刈り等の保全活動が行われているが、現存す
る希少野生動植物を守っていくため、今後も適切な時期に適切な管理を
行うことにより、遷移の抑制及び外来種の防除に努め、優れた環境を維持
していくことが望まれる。 

 

 


